
令和６年度第２回土浦地域医療構想調整会議 会議録 

 

１ 日 時 令和６年１１月２２日（金） １８：３０～１９：５０ 

２ 場 所 ＷＥＢ開催 

３ 出席者 別添出席者名簿のとおり 

４ 議 事 

  議事に入る前に、地域医療構想調整会議は委員２１名中２０名の出席があり、地域医療構想

調整会議設置要綱第７条第２項の規定に基づき会議が成立する旨、事務局より報告した。 

  議事の進行については、地域医療構想調整会議設置要綱第７条第１項に基づき、会長である

塚田委員が行った。 

 

（１）２０２５年に向けた地域医療構想の推進のための取組について 

事務局より、資料１に基づき、２０２５年に向けた地域医療構想の更なる推進のための国

及び県の方針として、地域医療構想の「推進区域」の設定（土浦、鹿行、取手・竜ケ崎の３医

療圏）及び「区域対応方針」の策定、「医療提供圏域調整会議」の設置等について説明した。

また、今年度の県の取組内容として、各医療機関における具体的対応方針の確認、「軽症急性

期」の導入等による病床機能の見直し、構想区域の具体的対応方針の見直し等について説明

した。 

 

＜質疑応答・意見など＞ 

■医療提供圏域の枠組み（県央・県北、県南西、県南東）はどのような経緯で決定したのか。

県南東医療提供圏域が土浦、鹿行、取手・竜ケ崎の３医療圏で構成されているのは、高度

先進医療を提供する医療機関が鹿行、取手・竜ケ崎に不足しているからなのか、または距

離的な理由からなのか。（幕内委員） 

→現在の二次医療圏の中では完結しない三次救急を含む救急医療、小児・周産期医療につい

ては、これまでも広域的な対応を行ってきた。今般、こうした広域的な対応が必要な医療

について、医療提供圏域を設定し、対応方針を決定していくという方針となった。従来の

構想区域がなくなるわけではなく、そこでの検討に加え、高度医療については医療提供圏

域において検討していくこととなった。（入江委員） 

■県南東医療提供圏域では、拠点を三次救急医療機関の土浦協同病院に置き、そこに向かっ

て、鹿行、取手・竜ケ崎の各医療圏が位置していると考えてよいか。（幕内委員） 

→そのような考えもあると思う。また、地理的にも９つある医療圏を３つの医療提供圏域に

分けたことは妥当と考える。県南東医療提供圏域の鹿行医療圏は、他の医療圏に比べて医

療提供体制が手薄であることも見て取れる。（塚田会長） 

■土浦協同病院では、鹿行地域からもかなり患者を受け入れていると思うがいかがか。（塚田

会長） 

→鹿行地域から当院へは、救急の患者だけでなく、がんなどの予定患者も来院している。こ

のエリアは非常に手薄な所なので、カバーせざるを得ない。特に救急車に関しては、他院

で断られた挙句に当院に来るので、当院としても受け入れていく方針。（広岡委員） 

■霞ヶ浦医療センターはいかがか。（塚田会長） 
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→広岡委員がおっしゃる広域的なカバーの考え方も重要だと思う。（鈴木委員） 

■本件独自の「軽症急性期」の分類について、急性期は幅が広いので病床過剰というとらえ

方にはなっているが、県では軽症急性期（回復期）の不足分を補った場合には、ある程度

想定どおりの状況になる見当がついているのか。概算が分かったら教えていただきたい。

（鈴木委員） 

■昨年は９，０６０件と過去最高の出場件数であったが、土浦市消防本部は、病院の選定回

数１回で受けてもらえたケースが７２．７％、３回まででほぼ９０％を受けてもらってお

り、恵まれている。一方、鹿行地域など厳しいエリアもあるので、防災ヘリやドクターヘ

リの活用、救急が枯渇したら助け合うなどといった方向でお手伝いしたい。（檜山委員） 

■かなり高度な救急患者（大動脈解離、小児の重症患者など）は広域に頼らざるを得ないと

思うがいかがか。（塚田会長） 

→現在、県南東医療提供圏域内で小児救急を２４時間体制で受けていただけるのは土浦協同

病院のみ。これまで多くの小児救急患者を受け入れていた取手・竜ケ崎医療圏内のＪＡ取

手総合医療センターで２３時以降の小児救急を廃止したことに伴い、土浦協同病院や筑波

メディカルセンター病院へ搬送しなければならない状況となっている。また、周産期医療

についても、総合周産期母子医療センターの指定を受けている土浦協同病院においてハイ

リスク分娩を中心に２４時間体制で対応いただいている。こうした広域的な対応が必要な

医療について、医療提供圏域単位で検討していく必要がある。（入江委員） 

 

＜結論＞ 

  事務局説明のとおり承認された。 

 

（２）土浦医療圏内の救急医療提供体制について 

土浦医療圏内の救急医療に係る現状や課題について共有し、今後の方策について検討する

材料とするため、事務局より、資料２に基づき、医療機関別の応需率等に関するデータつい

て説明し、各医療機関や消防本部における救急医療の現状や課題等について意見交換を行っ

た。 

 

＜各医療機関・消防本部の現状・課題＞ 

■土浦協同病院：広岡委員 

・応需率８５％だが、もう少し上げられないか検討中。救急断りの最大の原因は、マンパ

ワー不足や手術室が塞がっていること。ＩＣＵの回転率をあげようと画策はしているが、

なにぶん人手不足。激務で看護師がなかなか充足できない。年末～年明けには充足させ、

もう少し応需率を上げたいと考えている。 

 

  ■霞ヶ浦医療センター：鈴木委員 

   ・医師の働き方改革の影響により夜間の受入れが難しい、医師退職に伴い腹部救急の受け

入れが難しいといった状況だが、土浦協同病院とは常に意見交換を実施し、同院からの

下り搬送や日中の受け入れをなるべく促進していくほか、高齢者救急や在宅救急など、

重篤になる前の検査等も実施していきたいと考えている。 
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  ■石岡第一病院：吉野委員 

   ・これまで応需率が低かったが、当直の医師になるべく受けてもらうようにしているほか、

本年４月より内科医師が派遣された効果により、応需率が上昇している。なるべく応需

率の上昇に努めたい。 

  ■山王台病院：幕内委員 

   ・なるべく土浦協同病院等へ負担をかけないよう、二次救急の範囲内の患者は応需してお

り、当院で把握しているデータによると応需率は８０％を超えている。引き続き当院で

対応できるものはしていきたい。 

  ■土浦市消防本部：檜山委員 

   ・土浦署以外に荒川沖署や神立署も救急車を専従化し、増大する救急に対応している。 

  ■土浦厚生病院：塚原委員 

   ・精神科も一般救急、三次救急（措置入院）の体制強化に取り組んでいる。一般救急につ

いては、各地域の精神科病院が一病院だけ必ず一般救急を受ける体制を整えている。 

  ■中央大祢整形形成外科：大祢委員 

   ・当院では、たまにかかりつけや腰痛の救急患者を受け入れているが件数は少ない。要請

があれば受け入れていく方針。 

■県南病院：塚田委員 

・当院は、脳神経外科に特化した病院のため、それ以外の疾患が受けられない現状がある。

日中は色々受けているが、夜間は非常勤医師が対応しているため受け入れが難しい。や

れる範囲で対応している。 

  ■神立病院：平塚委員 

   ・当院では受け入れられる診療科が限られているため、受け入れられる範囲で受けていき、

救命救急センターに負担がかからないよう心掛けている。夜間も受け入れられる範囲に

限りがある。 

 

＜結論＞ 

  現状・課題を踏まえ、今後の地域医療構想調整会議で引き続き協議を継続することとなった。 

 

５ 報告事項 

（１）新たな地域医療構想等に関する検討状況ついて 

事務局より、資料３に基づき、２０４０年頃を見据えた新たな地域医療構想の策定に向け

た国の検討状況や今後の予定について説明した。 

 

＜質疑応答・意見など＞ 

■２０４０年に向けて、県でも医療ＤＸを加味した構想としていただきたい。（鈴木委員） 

→医療ＤＸに関して国や県から具体的な話が来ていないので、今後情報があればお知らせす

る。（入江委員） 

■２０４０年になるとさらに慢性期・回復期の需要が上がるのではないか。当院は急性期病

床が多いが、急性期病床は、２０２５年の必要量に対して過剰であり、今後必要量に向け
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てシフトしていかなければならない。２０４０年はさらに人口減少していくので、病床機

能の転換、ケアミクスを含め難しい調整になると思う。（広岡委員） 

■介護と医療とのコンビネーションについて、医療提供圏域調整会議や地域医療構想調整会

議においても議論できれば当面の介護医療ニーズに応えられるのではないか。今、デイケ

アのようなものに移行していく患者がかなり多く、独居の方もいるので、そういうところ

との結びつきに関して、この会議で協議すべきかは分からないが大事だと思う。（幕内委員） 

■今までの地域医療構想調整会議は病院中心にやってきたが、今後はかかりつけ医、在宅医

療、介護施設などが全部一緒になって取り組んでいくのが新たな地域医療構想の形という

ことか。（塚田会長） 

→そのとおり。新たな地域医療構想に係る検討を行うための会議体も今後設置されることに

なると思うが、その際にはかかりつけ医や介護関係者にも新たにメンバーとして加わって

いただくことになると思われる。（事務局） 

 

（２）あおぞらクリニックの病床設置時期の延期について 

   事務局より、資料４に基づき、令和４年度に茨城県医療審議会保健医療計画部会において

「病床設置届出診療所」として承認されたあおぞらクリニックの病床設置が延期されている

件について、遅延理由や今後の見通し等について説明した。 

 

（３）救急搬送における選定療養費の徴収について 

事務局より、参考資料２に基づき、本年１２月２日から本県が開始する緊急性の低い救急

搬送における選定療養費の徴収制度について、概要を説明した。 

 

＜質疑応答・意見など＞ 

■今回県から示された徴収目安を参考に、徴収できる場合は徴収したい。当院では、小児に

関しては選定療養費を徴収しない方針としている一方、県からは「小児について一律に徴

収しない。」という風にはしないでほしいと言われているので、現場の小児科医師と相談し

ながら方針を決定したい。県民へどの程度周知されているか疑問があるため、１２月２日

に徴収を開始するかどうかはわからない。（広岡委員） 

■県民への周知をしっかりしていただきたい。（鈴木委員） 

■緊急性の低い救急搬送に対する抑止力という点では制度導入の意味があると思う。抑止力

になるよう、県民へ周知しておくことが大事だと思う。（幕内委員） 

■県民への周知リーフレットに記載されている選定療養費が徴収される目安（具体的事例）

は、県民への一つの啓蒙になると思う。（塚田会長） 
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